見積書の押印省略に関するＱ＆Ａ（R8.4.1）

Ｑ１　主な変更点を教えてください。
Ａ１　主な変更点は、下記表のとおりです。
	
	変更前
	変更後

	押印
	必須
	押印省略：見積書下段に発行責任者及び担当者を記載
押印あり：従来どおり（押印必須）

	提出方法
	持参または郵送
	押印省略：電子メール（PDF形式）またはファックス
押印あり：持参または郵送（原本を提出）



Ｑ２　押印省略は必須ですか？
Ａ２　押印省略は必須ではありません。従来どおり押印のある見積書も提出可能です。なお、押印のある見積書については、原本を持参または郵送にて提出してください。

Ｑ３　すべての見積書で押印を省略してよいですか？
Ａ３　法令や条例等により押印が義務付けられているものは、押印を省略することができません。不明な点は見積書を提出する担当部署にお問い合わせください。

Ｑ４　入札書についても、押印省略できますか？
Ａ４　入札書や委任状、契約書、その他重要書類については、従来どおり押印省略はできません。

Ｑ５　発行責任者や担当者とは誰ですか？
Ａ５　発行責任者は、事業所における権限者または権限受任者（代表取締役、支店長・営業所長等）を指します。担当者は、見積を依頼した取引に関する事務担当者を指します。

Ｑ６　なぜ発行責任者や連絡先などを記載する必要があるのですか？
Ａ６　押印を省略した場合の書面の真正性を担保するためです。内容に不明な点があった場合、必要に応じて担当部署から見積書等の内容について確認の連絡をすることがあります。

Ｑ７　押印を省略した見積書に、「発行責任者」及び「担当者」等の記載がない場合、どうなりますか？
Ａ７　必要事項の記載がないものは、受理できませんので、ご注意ください。

Ｑ８　連絡先は固定電話番号、携帯電話番号のどちらがよいですか？
Ａ８　担当者と直ちに連絡をとることができる番号を記載してください。

Ｑ９　連絡先はメールアドレスでもよいですか？
Ａ９　見積書に不明な点があった場合に直接聞き取りを行う必要があるため電話番号を記載してください。

Ｑ10　押印した見積書を電子メールやファックスで提出する場合、発行責任者及び担当者は記載しなくてよいですか？
Ａ10　電子メール（PDF形式）やファックスでの提出は、押印している場合でも押印省略と同じ取扱いとするため、省略要件（発行責任者等）の記載が必要です。
